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広告を掲載しませんか

　進学や就職などで引っ越しをする方は、原
則として新たに居住する寮やアパートなどが
住所地になります。
　住民票は選挙人名簿などの登録や、行政サ
ービスにつながる大切な情報です。引っ越し
の際は市区町村役場で、転出・転入届など住
所異動手続きを行ってください。
◆届け出に必要な書類
　本人確認書類とマイナンバーカードまたは
通知カードをお持ちください。
　その他、必要な書類は個人によって異なり
ます。詳しくはお住まいの市区町村役場へお
尋ねください。
◆問合せ
　戸籍住民課（市役所内線367）

“土曜日臨時窓口〞 開設“土曜日臨時窓口〞 開設
窓口が混み合う時期に合わせて窓口が混み合う時期に合わせて

　西脇市から市外へ引っ越すとき

　　　　　　  《転出の前後14日以内に》
戸籍住民課⑧窓口で転出届を提
出し、転出証明書を受け取る。

　　　　　　　　　　　　  ⬇
　　　　　　  《転入した日から14日以内に》

転出証明書を添えて、転入届を
提出する。

　西脇市内で転居するとき

　　　　　　 《転居した日から14日以内に》
戸籍住民課⑧窓口で転居届を提
出する。

引っ越しをする方は住民票の異動届を

西脇市役所

転出先の市
区町村役場

西脇市役所

▲広報にしわき ▲市ホームページ

広報にしわき・
　　　　市ホームページ有料広告 

　

転
入
や
転
出
届
で
窓
口
が
混
み
合
う
３
月
下
旬
か
ら
４
月
中
旬

ま
で
の
土
曜
日
に
、
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
平
日
に
来
庁
す

る
時
間
が
取
れ
な
い
方
は
、
臨
時
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
各
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◆
問
合
せ　

戸
籍
住
民
課
（
市
役
所
内
線
３
６
７
・
2
4
7
）

　
　
　
　
　

税
務
課
（
市
役
所
内
線
２
４
０
・
3
7
9
）

◆
開
設
日
時

　

３
月
21
日
（
土
）、
28
日
（
土
）、

４
月
４
日
（
土
）、
11
日
（
土
）／

い
ず
れ
も
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

０
時
30
分

◆
開
設
す
る
課
と
取
扱
業
務　

◇
戸
籍
住
民
課

・
住
民
票
、
印
鑑
登
録
証
明
書
な

　

ど
各
種
証
明
書
の
発
行

・
印
鑑
登
録

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

※

交
付
に
は
予
約
が
必
要
で
す
。

　

事
前
に
戸
籍
住
民
課
へ
ご
連
絡

　

く
だ
さ
い
。

・
電
子
証
明
書
の
発
行
・
更
新

・
転
入
・
転
出
届
等
住
民
異
動
届

　

の
受
け
付
け

・
転
入
・
転
出
等
に
伴
う
国
民
年

　

金
の
手
続
き

◇
税
務
課

・
市
・
県
民
税
課
税
・
非
課
税
証

　

明
書
、
軽
自
動
車
税
納
税
証
明

　

書
の
発
行

◆
注
意
事
項

①
他
の
市
区
町
村
や
関
係
機
関
と

　

の
連
絡
を
必
要
と
す
る
事
務
な

　

ど
に
つ
い
て
は
取
り
扱
い
で
き

　

ま
せ
ん
。
平
日
に
改
め
て
ご
来

　

庁
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
来
庁
者
自
身
の
本
人
確
認
書
類

　
（
運
転
免
許
証
や
健
康
保
険
証

　

な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

③
住
民
異
動
届
を
す
る
方
は
、
マ

　

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通

　

知
カ
ー
ド
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

④
印
鑑
登
録
証
明
書
の
請
求
に
は
、

　
「
印
鑑
登
録
証
」
を
お
持
ち
く

　

だ
さ
い
。

⑤
戸
籍
の
届
け
出
は
当
直
室
で
お

　

預
か
り
し
ま
す
。

　
火
曜
日
の
延
長
窓
口
に
つ
い
て

　　

毎
週
火
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で

窓
口
業
務
を
延
長
（
延
長
窓
口
）

し
て
い
ま
す
。

　

３
月
17
日
と
24
日
、
31
日
、
４

月
７
日
（
い
ず
れ
も
火
曜
日
）
の

戸
籍
住
民
課
で
の
延
長
窓
口
で
は
、

通
常
は
行
っ
て
い
な
い
転
入
・
転

出
届
な
ど
の
業
務
も
取
り
扱
い
ま

す
。
注
意
事
項
は
土
曜
日
臨
時
窓

口
と
同
じ
で
す
。

　

春
は
進
学
・
就
職
な
ど
で
引
っ

越
し
が
増
え
る
季
節
で
す
。
引
っ

越
し
に
伴
っ
て
、
普
段
よ
り
多
く

の
ご
み
が
出
る
こ
と
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
は
引
っ
越
し
ご
み
の
処
分

方
法
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

◆
可
燃
ご
み

　

多
量
の
可
燃
ご
み
を
ご
み
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
に
持
ち
出
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
直
接
み
ど
り
園
へ
持

ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
、

可
燃
ご
み
用
の
指
定
袋
（
黄
色
の

燃
え
る
ご
み
用
袋
）
を
使
う
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
処
分
に
は
10

キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
80
円
の
手
数

料
が
必
要
で
す
。
中
身
が
見
え
る

袋
に
入
れ
、
飛
散
し
な
い
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
大
型
ご
み

　

た
ん
す
や
机
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
な

ど
の
大
型
ご
み
の
処
分
に
は
、
直

接
み
ど
り
園
へ
持
ち
込
む
方
法
と

み
ど
り
園
に
電
話
で
収
集
を
依
頼

す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
手
数
料

は
品
目
ご
と
に
、
持
ち
込
み
か
戸

別
収
集
か
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
み
ど
り
園
発
行

の
「
ご
み
百
科
事
典
」
ま
た
は
み

ど
り
園
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

◆
家
電
４
品
目

　

大
型
ご
み
の
う
ち
、
家
電
４
品

目
（
エ
ア
コ
ン
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵

庫
・
冷
凍
庫
、
洗
濯
機
・
衣
類
乾

燥
機
）
に
つ
い
て
は
、
み
ど
り
園

で
は
引
き
取
り
で
き
ま
せ
ん
。
こ

れ
ら
の
処
分
方
法
は
「
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
法
」
で
決
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
処
分
す
る
場
合
は
家
電
を
購

入
し
た
店
舗
に
引
き
取
っ
て
も
ら

う
か
、
購
入
し
た
店
舗
が
分
か
ら

な
い
場
合
は
、
お
近
く
の
家
電
製

品
販
売
店
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

無
許
可
の
回
収
業
者
に
注
意　

　

市
の
許
可
や
委
託
を
受
け
ず
に

家
庭
の
ご
み
（
廃
棄
物
）
を
回
収

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
料
金

や
処
分
方
法
な
ど
で
ト
ラ
ブ
ル
に

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
無

許
可
の
回
収
業
者
を
利
用
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

　

ご
み
の
処
分
で
困
っ
た
と
き
は

み
ど
り
園
（
☎
23-

２
８
０
８
）ま

た
は
市
役
所
環
境
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
ご
み
の
適
正
な

処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

第
35
話
　
〜
「
引
っ
越
し
ご
み
」
を
正
し
く
処
分
〜

ご
み
ダ
イ
エ
ッ
ト
通
信

◆
環
境
課
（
☎
22‐

３
１
１
１
）

　西脇市では、財源確保と地域経済の活性化などを目
的に、広報にしわきと市ホームページに有料広告を掲
載しています。申し込みは随時受け付けています。
◆提出書類
・広告掲載申込書
・事業内容が分かる書類
※資格や免許が必要な業種については、資格を証明　
　する書面や免許証の写しなども必要です。
◆掲載枠・掲載料（１ヵ月当たり）
◇広報にしわき
・１枠（縦4.5cm× 横18.1㎝）＝25,000円
・1/2 枠（縦4.5cm× 横９㎝）＝14,000円
・1/3 枠（縦4.5cm× 横5.5㎝）＝10,000円
◇市ホームページ
・１枠（縦60ピクセル×横150ピクセル）＝10,000円

◆その他
・掲載には規程などに基づいた審査があります。内容
などによっては掲載できない場合があります。
・掲載は先着順です。申し込み多数の場合、広報にし
わきへの掲載は市内事業者を優先します。
・広報にしわきへの掲載の申込締切は、掲載を希望す
る月の１ヵ月前です。
・６ヵ月以上継続して掲載すると掲載料が５パーセン
ト、12ヵ月の継続は10パーセント割り引かれます。
・詳しくは市ホームページをご覧ください。
◆申込み・問合せ　
　秘書広報課（市役所内線207、333）


